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北九州市告示第１５９号 

 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２２条第１項の規定に基づき

公有水面埋立ての竣功を認可したので、同条第２項の規定により、次のとおり

告示する。 

  令和３年４月１９日 

                北九州港港湾管理者 北九州市 

                代表者 北九州市長 北 橋 健 治 

１ 竣功認可の年月日 

  令和３年４月１３日 

２ 竣功認可を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

  名 称 北九州市 

  住 所 北九州市小倉北区城内１番１号 

  代表者 北九州市長 北橋健治 

３ 埋立区域の位置、区域及び面積 

 （１） 位置 

   北九州市門司区新門司北三丁目地先 

 （２） 区域 

   次の地点のうち、 154 の地点と 160 の地点を直線で結んだ線、 160 の

地点と 161 の地点を直線で結んだ線、 161 の地点と 162 の地点を直線で

結んだ線、 162 の地点と 163 の地点を直線で結んだ線、 163 の地点と 164

の地点を直線で結んだ線、 164 の地点と 165 の地点を直線で結んだ線、

及び 165 の地点と 154 の地点を直線で結んだ線により囲まれた区域 

 154 の地点 丸山三角点（北緯３３度５３分０３秒５６６、東経１３

０度５９分０２秒０９７）から１２６度１６分１９秒１ 

         ，２７５．１３メートルの地点 

   160 の地点 154 の地点から１７８度４１分０１秒１５５．３５メー

トルの地点 

 161 の地点 160 の地点から８８度４１分００秒１２８．１２メート

ルの地点 

   162 の地点 161 の地点から８８度４０分５９秒１７．６７メートル

の地点 

   163 の地点 162 の地点から３５７度０４分３２秒６５．８８メート

ルの地点 

   164 の地点 163 の地点から８０度００分１７秒１５２．９０メート

ルの地点 
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165 の地点 164 の地点から３５８度５７分５９秒６４．９６メート

ルの地点 

（３） 面積 

   ３４，０００．０４平方メートル 

４ 埋立ての免許年月日及び番号 

  昭和５５年２月２１日 

  北九州市指令港港港第１３号 

５ 公有水面埋立法第２２条第３項の市町村名 

  北九州市 
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北九州市告示第１６０号 

 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８０条の２及び北九州市会

計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により、国

民健康保険料の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和３年４月１９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

受託者 
委託期間 

名称 住所 

株式会社電算システム 岐阜県岐阜市日置江一 

丁目５８番地 
令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で 
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北九州市公告第２５３号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。

  令和３年４月１９日

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量

  システム基盤アウトソーシング環境整備業務委託 一式

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

  北九州市デジタル市役所推進室デジタル市役所推進課

  北九州市小倉北区大手町１番１号

３ 契約の相手方を決定した日

  令和３年３月１２日

４ 契約の相手方の名称及び住所

株式会社日立製作所九州支社北九州支店

  北九州市小倉北区堺町一丁目２番１６号

５ 契約金額

  ５，５１１万円

６ 契約の相手方を決定した手続

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第２号に該当するため 
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北九州市訓令第７号

北九州市教育委員会訓令第３号

                            庁中一般  

北九州市電気工作物保安規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和３年４月１９日

北九州市長 北 橋 健 治  

                    北九州市教育委員会

                      教育長 田 島 裕 美  

   北九州市電気工作物保安規程の一部を改正する訓令

 北九州市電気工作物保安規程（昭和４２年              ）

の一部を次のように改正する。

 第２条第１項中「建築都市局建築部電気設備課（」を「、建築都市局設備部

電気設備課（」に、「建築都市局建築部電気設備課長」を「建築都市局設備部

電気設備課長」に改める。

   付 則

 この訓令は、令和３年４月１９日から施行する。

北九州市訓令第７号

北九州市教育委員会訓令第１号
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北九州市人事委員会公告第３号

 令和３年度北九州市職員（上級等）採用試験を実施するため、職員採用試験

規則（昭和３８年北九州市人事委員会規則第４号）第８条の規定に基づき次の

とおり公告する。

  令和３年４月１９日

             北九州市人事委員会委員長 河 原 一 雅  
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